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会 議 録 

会議の名称 第 17 回研究学園小学校、研究学園中学校開校準備委員会 

開催日時 令和５年１月 12 日（木） 開会 18：30  閉会 20：30 

開催場所 つくば市役所 ４階 ミーティング室 

事務局（担当課） 教育局 学務課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

稲川綾子、菅典子、橋本恭子、小泉悠、相澤健太郎、野尻敏

弘、冨岡暁子、槇幸子、山崎順一、横田瑞香、石黒正美、中

原卓治、澤木努、松延亮一、稲葉恭子 

その他  

事務局 

 

学び推進課指導主事関直子、教育施設課課長鈴木聡、生涯学

習推進課課長澤頭由紀子、生涯学習推進課係長福田真一、生

涯学習推進課社会教育指導員岩村一代、学務課課長下田裕久 

学務課係長中山美希、学務課主任篠原周平、学務課主任工藤

麻貴 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 0人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

(1) 制服・体操服の規則について 

(2) PTA組織について 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

(1) 制服・体操服の規則について 

(2) PTA 組織について 

３ その他 

４ 閉 会 
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＜審議内容＞ 

１ 開会 

事務局：ただいまから第 17 回研究学園小学校、中学校開校準備委員会を開催い

たします。事務局からのお願いとなりますが、本日はオンライン会議シス

テムの Zoomを使用しておりますため、会議中はカメラをオン、マイクはミ

ュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、ご発言

いただく際には、ミュートを解除いただき、お名前をおっしゃっていただ

いてからご発言をお願いいたします。 

２ 議事 

事務局：それではこれより議事に入りたいと思います。議事の進行につきまし

ては委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

委員長:早速ですけども、議事に入っていければと思うんですけどもその前に、

そうですね傍聴人の方がいらっしゃるか、事務局の方確認をお願いできま

すでしょうか。 

事務局：本日傍聴人はおりません。 

委員長：はい、了解しました。それでは議事の前に、教育施設課さんの方から

学校展覧会の説明の方をお願いしてよろしいでしょうか。 

事務局：よろしくお願いいたします。研究学園小学校、研究学園中学校内覧会

の開催についてをご覧いただければと思いますが、新設校の内覧会の開催

のお知らせになります。今回開校準備委員会の委員の皆様に対して作って

おります。１月末ですね、新設校の工事が完了するような予定で進んでお

ります。工事の方としては、建物の方は、ほぼ完了しまして、今は外構の

グラウンドですとか終盤にきているという状況になっております。 

この内覧会の開催ということで、日程が２月の 26 日日曜日、保護者の方や

地域の方を対象にして、見に来ていただければということで開催を予定し

ております。午前の部、午後の部という形に時間を分けてありますけれど
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も、観覧の仕方としては、中を自由にという形で考えておりますので、興

味のある方に来ていただければと思っております。また、学園の森義務教

育学校さんの方に、後程保護者宛ての同じ通知文もお願いしておりますの

で、保護者様向けという形でまた同じような文書が届くかと思います。今

回は、開校準備委員会の委員の皆様にということで先にお知らせしており

ますので、興味ある方はお越しいただければと思います。よろしくお願い

いたします。以上です。 

委員長：はい、ご説明ありがとうございました。 

何か委員の皆様で質問とかあればと思いますけども、いかがですか。１点

だけですけども、新しい学校は確か面野井地区の方も数名、数家庭いらっ

しゃるはずなんですけどもそちらの方にはどういうふうに周知されるかだ

け、漏れがないように、周知いただければと思いますのでその点だけちょ

っと対応をしっかりしていただければ思います。 

事務局：わかりました。ありがとうございます。 

委員長：よろしければ、引き続きまして、家庭教育学級の方のご説明を、生涯

学習推進課のご担当の方、お願いしてよろしいでしょうか。 

事務局：はい、生涯学習推進課です。本日はお時間いただきありがとうござい

ます。まず生涯学習推進課では、市民の皆様の学びを保障するために、家

庭教育、青少年教育、社会教育など様々な方面から支援させていただいて

おります。本日は家庭教育の大切さですとか、必要性についてご説明させ

ていただければなと思っております。早速ですが担当より説明させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：よろしくお願いいたします。現在家庭教育学級、各市内幼稚園、小学 

校、中学校、義務教育学校の方で学級の方は開催させていただいておりま

して、ぜひ研究学園の小中学校の方でも、同じような形で開設ができれば

なというふうに考えております。学園の森義務教育学校ではですね、同じ
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ような形で家庭教育学級というような形で開設していただいておりました

ので、研究学園小中学校におきましても、同じような形で開設していただ

けたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

委員長：はい。ご説明ありがとうございます。私も、何件か拝聴させていただ

いたことあるんですけども、非常に勉強になるいい講演かなと思っており

ますので、ぜひ研究学園小中でも、継続していければなと思うんですけど

も。これって学森のときもそうだと思うんですけど、PTA を通してやってる

ところと学校が直接やってくださってるところが多分二つのやり方で、保

護者の方に案内されてるのかなというふうに思ってるんですけども、PTA

とか保護者組織が活動しないといけないこととかっていうところの何か区

別とかって、どういうふうになってるのかとか、もし分かれば少し補足し

てもらうことは可能ですか。 

事務局：形態といたしましては、PTA を通して学級開設しているところがほとん

どなんですけれども、みどりの学園におきましては、PTA 組織を通さずにで

すね、こちらの方から先生とうちの方の家庭教育指導員が主となって行っ

ているっていうような事例もございますので、形態の仕方は様々かなと思

っております。必ずしも役員を選出して、学級を立ち上げるっていうよう

な形でなくても、家庭教育の方進めていただければと思っておりますので、

やり方はご相談いただければと思っております。 

委員長：はい。ご説明ありがとうございます。この次に保護者組織の設立の議

題があったので聞いたところなので、その辺の時の参考にさせていただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

委員の皆様、何かありますでしょうか。よろしいですかね。議事の前のご

説明は以上だと思いますけども、皆様大丈夫ですか。じゃあ、早速議事の

方に入っていければと思いますけども、事務局の皆様、議事に入って大丈

夫ですか。 
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事務局：はい。大丈夫です。 

委員長：議事の１点目は多分制服と体操服の規則が議事の一つ目かというふう

に思います。もう一つが、保護者組織ということでまず最初に、制服体操

服のルールのところにつきまして、前回の委員会の時にたたきをご説明い

ただいて、いくつか出てきたところに対して修正いただいてると思います

ので、その修正点を中心に、学校の方からですかね、ご説明いただければ

と思いますけども、よろしいでしょうか。 

委員：お世話になります。よろしくお願いします。資料の方をご覧になってい

ただけますでしょうか。前回ですね、少し見にくいところもあるというこ

とでしたので、研究学園中学校と小学校ということで二つに分けさせてい

ただいております。 

まず研究学園小学校の方ですけれども、そこにありますように、服装等に

ついてと書いてありますが、小学校自体特に服装の規定っていうのは従来

ありませんので、そこにありますように基本的には私服での登下校という

ことになるかと思います。なお研究学園の小学校、そして中学校、新しい

体操服をメーカーの方で作っていただいたという経緯がありますので、そ

こにありますようにですね、指定の体操服を購入し着用するっていうパタ

ーンと、あと実際転入される方もいらっしゃいますので、前の学校のもの

でも構わないということでそこに記載させていただいております。あと、

かばん、上履き等についても学園の森の現在のですね、状況を踏襲するよ

うな形で記載させていただいておりますので、ご確認いただければと思い

ます。続きまして、研究学園中学校の方の服装規定の方をご覧になってい

ただければと思います。まず上の方からですけれども制服についてという

ことでブレザー、スラックス、スカート、リボン、ネクタイそしてシャツ

等っていうところまで、見ていただければと思いますが、すでに開校準備

委員会の皆様の方でですね進めていただきました制服については、標準
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服・推奨服ということでの設定ですので、新規に購入して着用するパター

ン、そして同系色のものを購入し着用するパターン、そして三つ目として

は前の学校のものを着用するという、その選択肢を書かせていただいてお

ります。あとはですね、リボン、ネクタイ等はそこに記載がある通りです。

シャツは指定のものは作らないということでしたので、そこにあるような

形で書かせていただいております。体操服については先ほど研究学園小学

校でご説明した通りになります。その他ということで少し細かいところあ

りますがこれも基本、今の学園の森のルールと同じような形で作らさせて

いただいております。特段ですね、新しいものを追記したわけではありま

せんので、前回ですね、ご指摘があったところも含めて小学校中学校で分

けさせていただいたというのが、今回の資料になります。中学校の方の２

枚目になりますかね。続きのところですけれども、そちらはですね、活動

場面ごとの着用のルール。そして活動時間帯ごとの着用のルールというこ

とで少し細かいところありますが、これもですね、現在学園の森義務教育

学校での着用のルールということで適用させていただいてるものを載せさ

せていただきました。実際ですね細かいところにつきましては、前回です

ね本校教頭の澤木の方からもありましたけども、生徒の方から新しい学校

についてのルールですね、どうかというところあれば、新しい学校での児

童生徒と教員の方で新しくルールを作っていくということも必要かなとい

うふうには考えておりますが、とりあえず学園の森での現状のものをそこ

に載せさせていただきました。簡単ですが以上です。ご意見いただければ

と思います。 

委員長：説明ありがとうございました。前回ご指摘いただいたところが反映さ

れて、非常にわかりやすい資料かなということでありがとうございます。 

委員の皆様、何か気になってる点とかあれば、質問いただければと思いま

すけれども、Zoom の挙手ボタンを押していただければ私の方から指名させ
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ていただきますので、何かご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。 

委員：はい。すいません。まとめていただいた資料はとてもよくわかりやすく

て、特に何か反対するものではないんですけども、一つ、今までずっと議

論していた中で、ちょっと理解できなかったところがあって教えていただ

きたいんですけど。確か、ここにも書いてあったんですけどブレザーを脱

いでセーターのみでの生活は駄目ですよって登下校時はブレザー着用必須

ですよっていう話だったのかなと思うんですけど。例えば初夏、夏、ちょ

っと肌寒い時とかブラウスだけだと、心もとなくでもそれでも生徒は冬の

ブレザーを着なさいみたいなそういうことになっちゃうのかな。先生方と

かみんな普通にこう羽織も夏用の薄いものとか着たりされるかなと思うん

ですけども、それでも生徒がこう冬用のジャケット着なきゃいけなくなっ

ちゃうとか何かそういうところが、なんで生徒はそうなのかなってちょっ

と感じるところがありまして。あともう１点だけ、結構発達が早い女生徒

って、ブラウスだけでこう生活するのがちょっと嫌な感じを受ける子って

多いと思うんですね、下着が透けるとか。あとはボタンとボタンの間から

下着が見えたりすることなんかもあるんですね。なので、そういう子にし

たら、ブレザーまでは着なくてもでもニットだけで過ごしたいななんてそ

ういう意見って、学森なんかでは出たりしなかったのかなっていうのが気

になりました。今回それで改善して欲しいとかそういうのではないんです

けど、何か学校の考えっていうのがあれば聞かせていただきたいなと思い

ました。 

委員長：はい。いかがですか。 

委員：はい。ご意見ありがとうございました。最初にちょっとお話させていた 

だいた通り現在のものを流用させていただくという記載をさせていただい

てる部分がありますので、ご指摘あったようにそういう意見が実際生徒か

らも出る可能性はあると思います。それにつきましては来年度、先ほどお
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話させていただいたように、全く新しい同じもので進めることが絶対では

ないと思いますので、その辺りは新校の先生方と生徒の意見を大事にしな

がら、修正を加えさせていただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

委員長：説明ありがとうございます。一応あくまで基本的なルールということ

で、実際は、柔軟に運用していただくのがやっぱりいいかなと思いますの

でそういう視点で新設校の先生に引き継ぎをいただければと思いますの

で、よろしくお願いします。ちょっと私１点だけ気になったところなんで

すけど、今のページの一番上に通常のところで、体操服での通学が基本的

には夏のシーズンっていう形にはなってると思うんですけども、実際今の

学森の現状がコロナの状況もあって、オールシーズンで体操服で通学して

る人も多いのかなというふうに思っているんですけども、そういうスタン

スで新設校も考えていらっしゃる人がいるので、一応その辺だけどういう

ふうに捉えるかをちょっと皆さん気になるかなと思ったんですけど。今の

学森も基本スタンスは記載の通りで、コロナの時の対応が残ってるからオ

ールシーズン体操服で通学可能だっていうことでいいんですかね。 

委員：はい、ご指摘の通りと今なっております。なかなかコロナが収束しそう

でしなかったりする部分ありますので、また引き続きそういう傾向は続く

かと思いますので、現状としてはおっしゃる通りになっております。 

委員長：その辺も多分問い合わせとかありそうな気がするのでうまく回答と柔

軟な運用をしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

委員：はい。いろいろと前回を踏まえて、書いていただいてありがとうござい

ます。特にカバンですね。小学校のランドセルどうなんですかって私、前

回質問したように覚えてるんですけれども、今回ランドセルでなくてもい

いということを、明記していただいていて、痒い所に手が届くような部分

他にもいろいろと入っていただいてるなというふうに感じました。ちょっ
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と上履きについて、気になったことなんですけれども、運動に適したもの

っていうふうなのがどういうことかっていうのはちょっと最初わからなく

って、これが体育館での運動も兼ねてるんだということを知りました。私

が子どもの時の話をしてもしょうがないんですけれども、上履きとは別に

体育館シューズがあって、体育館ではそれを履き替えてっていうことをや

っていたので、そうではないことにちょっと驚きがあったのと、あとコロ

ナじゃないですけれども、そういう衛生面、いろいろ言ってる人が増えて

いる中で、トイレに入ったような時の状態で体育館にも入るとかとなると、

ちょっとどうなのかなっていうのがあって、そこら辺を別途準備するとか、

そういったお考えっていうのは学校としてあったりするんでしょうか。 

委員長：多分、現状そもそも学森でどうなってるのかもあまりわかってないっ

ていうところだと思うんです。これも踏まえてちょっと回答をお願いして

よろしいでしょうか。 

委員：ご心配の通りですね、確かに衛生面ではちょっとどうかなっていうとこ

ろは確かにあるような気がしますが、現状ここにありますように上履きと

体育館履きで分けて生活してるっていう姿は私の方ではちょっと見る限り

は、確認できないかなと思います。ただそういうところもありましたので、

今の時点では分けて用意してもらうということはちょっと学校として考え

てはおりませんので、ご心配等のところ本当にありがとうございます。で

すが、今のところではこういう形で進めさせていただければというふうに

考えております。 

委員：わかりました。１点だけすいません。トイレは、サンダルがあって、上

履きからサンダルに履きかえるといった運用になっているのでしょうか。 

委員：はい、ありがとうございます。トイレにつきましても、教室のフロア、

廊下そしてトイレのフロアっていうのは同じところでして、特に履き替え

用とかっていうのは今のところは用意しておりません。今のところ学森の
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現状であります。すいません、体育館のトイレだけは、入口にスリッパ用

意させていただいております。 

委員：承知しました。 

委員長：私の認識は結構、学森の皆様はトイレとか綺麗にしてくださっている

印象が結構強いといったところもあってですね、そういったところも 

ベースとしてあるのでそういう運用されてるのかなというところだと思っ

てますので、そこはありがたく思いつつ、こういう声が大きければまた柔

軟に変更する等、対応いただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。その他に気になったところとか、皆様、ありますでしょうか。 

委員：はい、２点ほど。一つ目はクールビズの期間についてなんですけれど、

10 月までってのは９月の半分が夏日だからっていう理由だろうなと思うん

ですけれど、同様に５月についても、５月の半数ぐらいが夏日になるので、

環境省のサイトを見てもすいませんちょっと情報が古いんですけれど、昨

年度の場合は、５月から周知をしているっていうこともありますので、６

月から 10月っていうのが本当にこれが実態に即しているのかなっていうの

はちょっと５月でもいいんじゃないかなっていう気がいたします。２点目、

女子児童生徒に関わる部分なんですけれども、先ほどもありましたけれど、

シャツ１枚で過ごすことに抵抗を感じるっていうのは私実際あると思いま

す。中学生ましてや小学校の高学年の女の子がブラジャー透けちゃうから

この色は嫌ですとか、上着たいですなんて絶対先生に言えないと私は思い

ます。言えないことを前提に大人は考えてあげるべきだと私は思っていて、

この同じ文脈でポロシャツについては白と水色だけってなっていますけれ

ど、私は濃い色を認めてあげて欲しいです。実際着るかどうかは別として

選択肢としてあらかじめ提示されないと子供は選ぶことすらできないの

で、ぜひ濃い色を入れて欲しいと思います。もう１点、私言うか迷ったん

ですけれどスカートの丈について、膝頭が隠れるような丈っていうのはそ
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の丈自体には賛成なんです。ただ、こうやって女の子だけ自分が着てる服

装について誰かから口を出されるっていう経験を積むことは、今後の女性

の自尊感情を育てる上で私はプラスだとは思いません。なので、言うこと

は仕方ないんです、だって短くされたら困るから。だけど、そういうふう

に先生たちは思ってるから言うんだよ、本来であればそういうことを言わ

れるべきではもう、女性の自己決定権の問題なので、その点については、

みんなもちゃんと理解してねっていうのを、男の子にも女の子にも伝わる

ように教えていっていただきたいと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございます。１点目の指摘は確かに私もそうだなと思うん

で、もう５月にしてもいいかなと思うんですけど、先生たち、どうですか。 

委員：皆さんご意見ありがとうございました。確かにご指摘の通り、６月から

10 月は大分今に合ってないところもありますので、そのあたりは柔軟に対

応させていただくようにしていきたいと思います。 

委員長：２点目がなかなか難しいところで、以前にも多分似たようなことを議

論したと思うんですけども、今、学森で導入してないので難しいのかなと

いう部分は当然あるんですけども。 

委員：濃い色が駄目だっていう理由は何ですか。 

委員長：その辺は何かあるんでしたっけ。 

委員：２点目の女子の透ける感じの気にするところですけれども、確かに自分

は本当に男子であれなんですが、透けるっていうところはやっぱり思春期

の児童生徒さんにとってはちょっと大切なことかと思いますし、大変なこ

とだと思いますので、ポロシャツとかシャツに関しての色に関しては、検

討をさせていただきたいと思います。ご意見ありがとうございます。あと

同じようなシャツ１枚での生活というところですよね。それにつきまして

もやはりそうですね。新しい学校ということもありますので検討をさせて

いただいて、なるべくそういう女子生徒の不安を増やさないように対応を
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考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

委員長：私も電車乗ってると、結構紺のポロシャツ着てる人とかよく最近見か

けるようになってるので、時代かなと思うので、何か大きな問題がなけれ

ばぜひ入れて欲しいなと思いますので、その部分だけちょっともう少し検

討いただければなと。最後のところは多分なかなかこの紙面上にはいろい

ろ改良するのは難しいかなと思いますので、今後のルールを新しい学校の

方でうまく説明していく中でですね、うまいこと説明とかしていただけれ

ばと思っておりますのでよろしくお願いします。 

委員：女性の透けるとか透けないということで、女性の立場で見させていただ

いていて、子供たち現時点で、特にルールメイキング、制服等の意見改善

は、生徒会を通して子供たちの要望をあげていただいて、それをもとに生

徒たちと職員で話しながら、子供たちの要望を取り入れつつ、また私たち

が取り入れるのがちょっと難しいかなっていう点について話し合いながら

ルールメイキング化しているところです。その中で、特にその色の要望は

子供から確かあがってなかったかと思うんですね。それ以外のものについ

ては、あがっているものもあって改善もされてるんですが、特にその学森

で現時点、色について濃い色のものを認めて欲しいっていうのはなかった

かと思います。ですので、子供たちも、現状着ているものを工夫しながら、

自分たちでそれこそ自分で判断して、ブラウスの下に何を着たらいいかな

ってことをしながら生活してるのかなと私は感じておりました。そういっ

た意味で今回も学森に倣って、濃い色のものはあえて指定はしていなかっ

たところです。もちろんたくさん選択肢があった方がっていうのも一つな

んですけれど、今の学森の子供たちの現状を見ていると、自分たちでこう

したいっていうものについて意見を言うことができる子たちが育っている

ので、学森のこの規定の中で、まずは提示させていただいて、研究学園中

学校でまたそういった要望が出たときに、子供たちが意見を出したり、或
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いは話し合ったりして改善するのでもいいのかなあと思っています。 

委員長：ご説明ありがとうございます。生徒会で話していただくのはいいこと

だなと思いますので。はい、続いて、お願いします。 

委員：今ご意見あったんですけど、ちなみに生徒さんたちからどのような意見

があったのかなっていうのを知りたいなと思います。 

委員：靴下の色とかで、やっぱり規定があったところが男子と女子が確か違っ

ていたのかな、そのあたりはやっぱり統一して欲しいっていうのが一つあ

ったかなと思っています。すいません。それ以外あんまり私もいくつかあ

ったんですが、ごめんなさい今ちょっと手元に資料もないので、たくさん

あったのが、他に何があったかって言われるとぱっと出てこないんですけ

れど。靴下の色なんていうのが出てきたりっていう意味では、色について

子供たちがやっぱり自分たちで気になるところをあげてくれて、それは確

かにそうだねっていうことで、改善を図ったっていうのは、すごく自分で

覚えているので。ごめんなさい。それぐらいしか今思い出せないです。 

委員長：ありがとうございました。子供たちも色が濃いものがあるとかってい

うことを認知した上で、そういう意見をしてるなら我々も何も言わないん

ですけども、やっぱり見てるものが狭いと存在自体を知らない可能性があ

るので、そういったところをやっぱり保護者とかが案として提示してあげ

ることは重要だと思うんですよ。例えば、生徒会と同時に PTA とかにも少

し意見聴取して、出てきたところを選択肢として生徒会に提示してあげる

というか、過程を踏んだ上で今の結論に至ってるんであれば、我々もこう

いうこと何も意見言わないんですが。そうじゃなく生徒だけに、選択肢を

与えずに聞いてこなかったから採用しないっていうのはどうかというとこ

ろのご意見なので、そこはちょっとそういうご認識を持っていただいて、

今後改善していただければと思っておりますので、是非とも新設校のご担

当の方にはですね、そういう引き継ぎをしていただければありがたいなと
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いったところは、多分今の意見の本音の部分だと思いますので、ぜひそう

いう認識を持っていただければと思いますので、今後、ぜひお願いできれ

ばと思います。他皆さんいかがでしょうか。よろしいですかね。資料とし

てはさっきの６月のところを５月に修正していただくところは確定とし

て、色については、ちょっと濃い色を入れるかは少しご検討いただいてで

すね、入れるか入れないかっていったところちょっとなかなか決めきれな

いと思うので、今現状このままでも仕方がないのかなと思いますけども、

ぜひ新設校入った時に先生たちに、開校当初にも一度生徒会とか保護者会

にもちょっと意見を図ってですね、ニーズが強ければすぐにやめれるよう

な形で、申し送りなりしてもらえればなと思うんですけども。そんな形で

の対応が落としどころかなと思うんですが、どうでしょうか。ちょっとな

かなか今すぐ決めきれない部分もあると思いますし、そういったところな

んですけどどうですか。特に反対意見はないので、今の形で確定というこ

とで説明会の時にこのまま提示するかちょっとわかってはないんですけど

部分的なものは、多分参加者にお知らせするんですかね。なので、今の形

で周知いただければなと思いますので。皆さんよろしいですかね。では、

先ほどの内容で確定という形にさせていただければと思います。あと私個

人の意見なのかもしれないんですけども、制服とか体操服の見直しとかル

ールとかっていうのを、もう一旦決めると多分学校とか生徒たちでの中だ

けで皆さん考えることが多いと思います。そういうのを毎年やってるかや

ってないかとかっての親は全然わかっていないので、ぜひ保護者組織にも

少し意見聴取をするとかですね、せめて年に１回ぐらい意見聴取するとか

ですね、そんな仕組みを新しい学校に入れていただければなと思いますの

で。多分そこで値段が毎年何かものすごい上がってるっていうことであれ

ば、すぐにはないにしても５年に１度ぐらいは制服見直しかけるとかって

いう話があるんだと思いますので、ぜひそういうものを先生方も人事異動
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とかで忘れてしまう部分もあるのかもしれませんけども、保護者組織に残

せば申し送りで残っていく部分もあると思うので、ぜひそういったところ

を考えていっていただければと思いますので、最後一意見として言わせて

いただきました。他皆様いかがですか。大丈夫ですかね。事務局の皆さん

も、この議題何かありますでしょうか。 

事務局：問題ございません。それとは別に、事前に手持ち資料として学校の方

からいただいている、自転車通学基準についての説明はよろしいでしょう

か。 

委員長：そちらの説明も学校からお願いしてよろしいですか。 

委員：引き続きよろしくお願いします。資料の方をご覧になってください。簡

単な資料なんですが、研究学園中学校を中心とした地図になっております。

自転車通学許可基準について案というところを見ていただきますと、そも

そもなんですが、研究学園中学校の学校の中心からですね、市の方で発表

がありました通学区域の、例えばですけども、地図では上の方までが直線

で 1.3キロ、1,300 メートルぐらい。右側の方に研究学園の信号があるかと

思うんですが、学校からの直線距離で 1,400 メートル 1.4 キロということ

で、実はかなり狭い範囲になっております。自転車通学の許可を考えるに

あたって、そもそもなんですが、同じ敷地にですね小学校も中学校もでき

ますので、学園の森と同じなんですけれども、小学生は遠かろうが歩いて

通学するっていうことにもちろんなっているわけなんですね。なので、中

学生だけっていうようなところも最初ご意見いただいたりもしたんです

が、今現在ですねその四角で囲みました③の下にですね、参考というとこ

ろあるかと思いますが、実は施設課に確認しまして、開校時に駐輪場の台

数がどれだけ設置されてるかって言いますと 180 台分設置するそうです。

概ねですけれども、各学年 60 台×３学年という計算で設置しているそうで

す。そういうこともありまして、自転車通学を全く認めないっていうわけ
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にはちょっといかないような流れもありまして、ただその上でですね、ど

ういう基準で考えていくかということで話し合いを進めて参りました。皆

さんご存知かもしれませんが、現在ですね、学園の森の方では道のりが２

キロ、半径で言いますと 1.6 キロ学校からですね学園の森からのところで

あれば自転車を許可すると。部活に入ってる子ですとその半分の距離にな

りますので、道のりで言いますと１キロ、半径で言いますと 0.8 キロ。部

活であれば、半分の距離にも許可がされるということで学園の森は決めて

おります。ただ、最初にお話しましたように、そもそもの通学範囲が本当

に距離が短いということもありましたので、なかなか距離で切るというの

が難しいのかなというところがありました。そういう中でですね、見てい

ただきますと赤で囲みました①の部分になるんですが、信号が３つありま

して研究学園西の信号、そして面野井西の信号、そして面野井北の信号。

大きな通りになってるんですけれども、そこを結ぶ三角地帯の中と外でち

ょっと分けてみました。①は、三角地帯内はかなり近いところもあります

ので、原則徒歩通学とするというのが①でございます。２つ目はですね、

三角形地帯の外側なんですけれども、ここに居住する研究学園中学生は希

望すれば自転車通学を許可するということで、特に部活にこだわらず許可

をするというような文にしてあります。とはいえですね、来年度は開校年

度ですけれども、２年目３年目と当たり前ですけども、中学生の数が増え

ていくことが予想されます。最初に申し上げました 180 台分もいずれはい

っぱいになってしまうことも予想されますので、そういったところですね、

予想されることになりましたら、この基準を変更するようなことをですね、

あらかじめ早めに保護者生徒の皆さんに伝えてということで考えておりま

す。ただ、施設課の方にも確認させていただいたんですが、もし飽和状態

になったときには、何か対応策を考えてらっしゃいますかということでお

伺いしたんですが、確認しましたところ、そういう状況になったときには
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増設で対応することを考えてますということで、お話がありました。実際

はですね、何年後飽和状態になり、そういう形になっていくかわかりませ

んが、とりあえずですね、来年度の開校にあたっては、信号の三角地帯で

区切られた中と外で分けさせていただいて、許可基準ということで設けさ

せていただければなということで皆様に見ていただきたい資料ということ

で用意させていただきました。 

委員長：ご説明ありがとうございます。委員の皆様、何か質問とかありますで

しょうか。大丈夫ですかね。この通学路のルールはいつ頃保護者とか子供

に周知をされる予定ですか。これも説明会の時でしょうか。 

委員：状況を皆様にご紹介しまして、よろしければそういう形で進めさせてい

ただければと思っております。 

委員長：基本ルールは、いいのかなというふうにちょっと私も思うんですが、

開校当初の部活が、私が聞いてる限りではほとんど学森の部活にお邪魔す

るような形で多分入る形なので、活動は学森に行ってやるんじゃないのか

なというふうに何となく思っておりまして、研究学園中学校で授業が終わ

って学森まで移動するんじゃないかなというふうに思ってるんですが。ち

ょっと認識が合ってるかわかんないんですけど、その時は三角地帯の中に

いる生徒は家に帰って自転車で行くとか、その辺ってどういうことを想定

されてますか。その辺補足いただければなと思ったんですけど。 

委員：ありがとうございます。部活についてはちょっとまだ正直見えないとこ

ろもありますので、新しい研究学園中学校だけで練習するのか、練習試合

とかも含めて交流するために他の学校に行くのかっていうこともあるかと

思うんですが、あくまでも通学のための基準であって、例えばですけど所

有しちゃいけないとか使用しちゃいけないということではないですし、お

そらくですけども、現に今新しい研究学園中学校の学区にいらっしゃる生

徒さんで、今現在自転車の通学許可をもらっている生徒さんもいるかと思
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いますので、どういうとき乗っちゃいけないっていうわけではなく、あく

までも通学に関してということで考えさせていただいております。 

委員長：わかりました。多分説明会の時とかも同じような質問が出てくるかな

と思って、あえて今聞いてますのでそういうふうに回答いただければと思

います。やってみて、やっぱりいろいろ問題が出てくれば柔軟に対応する

という形が一番いいと思いますので、そういったところもちょっと補足い

ただきながら、新しい学校に引き継いでいっていただければなと思います

ので、お願いいたします。他皆さんいかがでしょうか。よろしいですかね。

通学については今ご説明いただいたもので了解ということで。説明会で一

般的に保護者の方にご紹介いただくということで、お願いできればと思い

ます。議事１のルールは以上でよろしいですかね。事務局の皆さん議事２

の保護者組織の方に入っても大丈夫ですか。 

事務局：はい、お願いします。 

委員長：議事２の保護者組織の方に関しまして、私の方で資料を準備しました

ので画面共有しながら、ご説明させていただきます。保護者組織の素案と

いうことで事前に保護者の皆さん、委員の皆様とは、GoogleForm ベースで

少し意見交換させていただいておりますけども、一応その内容を改めて確

認してですね、ある程度今日固めたいなというふうに思っております。ま

ず最初に関して、前回の委員会での意見を踏まえて、新設校に通う保護者

の皆様にアンケートということをさせていただきましたのでその結果をま

ずご紹介いたします。まず一つ目の問が、保護者組織の必要性を直球で聞

くというような設問を設けさせていただきまして、その結果がですね、こ

こで不要っていう回答の割合が大半を占めるんであれば、組織は作る必要

ないのかなと。逆に必要という回答が多ければ、学森と同じようなものを

つくればいいのかなっていうところもあったんですけども、半々という形

になりますので、その折衷案みたいなところに落としていく必要があるの
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かなといったところがこの結果からはうかがえるかなと。あともう少し噛

み砕いてここをどういうふうにとらえていくかといったところを考えたと

きに、この不要だっていう回答をしている人が多いところに関して、活動

の内容そのものはあった方がいいかもしれないけど自分が活動したくない

から要らないっていう回答が多いのかどうかっていったところはちょっと

わからない部分もあるんですけども、それも含めて、どういうふうにした

らいいかといったところを以降で検討しています。次からの質問が保護者

組織が必要だと回答した半数の方に関して、組織の中身をどういうふうに

していったらいいかといったところをお伺いした設問になります。形式に

してはですね、PTA と自主組織ということで聞いてるんですけども半々とい

うような形です。なので、実質似たような組織だと皆さんが思ってるのか、

どっちもどっちっていうような回答なのかなっていう感じです。ただし、

規模感に関しましては、問３で聞いてますけども、やっぱり規模縮小のニ

ーズが圧倒的に多いので、作るというんであれば、本当にスマートな小さ

な組織がいいといったところが、ニーズとしては大きいのかなというふう

な回答になっています。会費設定の必要性ということで、学森の現在の PTA

の費用が確か月 350 円くらい。１家庭当たりで徴収してるはずなんですけ

ども、それと同じくらいで良いっていう回答が多いので、会費の金額その

ものと必要性についてはもうすでに今の内容でもいいのかなといったとこ

ろが、ニーズとして出てきているのかなと思っています。あと保護者組織

の参加意向ということで聞いておりますけども、未定という方が多いんで

すけども、その中でもボランティア参加っていう形の回答が結構多いので、

役員として常時活動を主導的になってやるっていったところまではやっぱ

り難しいのかなっていう意見が多いんですけども、ピンポイントのフォロ

ーというような形であればですね意外とやりたいって言ってくれる人が多

いのかなと思っておりまして、そういった枠組みにしていくのがいいのか
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なっていうニーズが出てきております。で、あと２ページ目以降はですね、

委員のメンバーの中で意向調査をした結果ということで、前回の委員会で

説明済みですので、改めて説明は省略いたしますけども、委員の中だけで

いうと、作った方がいいっていうような意見とあとは規模感を小さくする

というのは準備委員会でもその辺はご了解をいただいていたかなというふ

うに思っております。この辺飛ばさせていただいて、今ご説明したアンケ

ートの結果ですとか、前回の委員会で議論した内容とかを踏まえまして、

どういう枠組みがいいのかっていったところを検討した結果がこちらにな

ります。保護者側のニーズ、学校側ニーズを大きくまとめますと、こちら

の黒ポチに書いておりますけども、まず一つ目が、必要性自体はやっぱり

拮抗しているという形ではあるんですが、やはりあったほうがいいけども

規模が縮小したいっていうニーズがやっぱり一番多いのかなといったとこ

ろが一つ言えるのではないかなと思っております。そういうニーズがある

んですけども、いわゆるピンポイントのボランティア的なニーズであれば

一定程度やりたいっていう人いるんですけども先ほどもお話した通り、中

心となって役員をやるような人がやっぱりどうしても少ないというような

ところ、実際に今学森の次年度の PTA の役員さんの募集とかもされていて

つい先日、全然人が集まらなくて危機的な状況だというようなお知らせも

来ておりますけどもやっぱりそのニーズが、ここ最近より強くなってきて

いるのかなというふうに感じております。最後、会費を出すこと自体には

協力的な意見が多いのかなといったところは、先ほどのニーズの結果から

言える大きなまとめかなというふうに思っております。学校側のニーズと

しては前回の委員会でもご指摘いただきましたけどもやはり何かしらの保

護者組織っていうのは作ってもらって、やっぱり学校側と保護者側の円滑

なコミュニケーションは確保していきたいっていったところの声が大きか

ったかなというふうに思っております。この辺のニーズとかを踏まえると
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ですね、下の枠で囲っているようなところが落としどころなのかなってい

ったところになります。いくつか記載しておりますけども、大きなところ

としましては参加できる人ができる限り負担が少ない内容で、なおかつ子

供たちのために、やりがいがあるような組織、楽しい活動っていうような

ところをコンセプトにした自主組織を設立していくことがいいかなという

ふうに考えてございまして、PTAっていう言葉を使うと義務感、強制感、不

公平感を感じる人が多いと。これ多分、メディアの負の側面から出てしま

った影響かと思うんですがそういったところもありますので、前回もご紹

介した通りみどりの学園の事例、自主組織なんですけどもその辺を参考と

しながら、できる人ができる時にできることをする組織、子供を応援する

組織といったところを目指していくのがいいかなといったところを、大き

なコンセプトとして掲げていったらどうかなと。これは学校の先生も入っ

ておりますけども学校の先生は、組織の中には入らずに運営時に、オブザ

ーバー的な形で参画してもらうような形で、入って進めたらどうかなとい

うふうに考えてございます。あと活動の内容ですけども、開校当初はです

ね最低限の活動としてですね、本当に生徒が困ってることとか学校の資金

だけで不足してるものを備品購入していくっていうようなところをメイン

としてですね、スモールスタートしていくのがいいのかなと思っています。

そのスモールスタートしていく中で、集まったメンバーだけでですねこう

いったことをやりたいとかですね、こういったことが課題としてあるとか

っていうことで、やり手担い手が出てきたときに、活動をふやしていくの

がいいのかなというふうに思っております。学森で言えば図書の活動とか

が非常に積極的というふうに前回もお伺いしておりますけれども、そうい

ったところを担ってくれる人がですね出てくるんであればですね、活動を

ふやしていくのがいいのかなというふうに思っておりますので、そういう

スタンスがいいかなと思っております。学森と大きな違いがあるのはです
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ね、敷地内に小学校中学校両方ありますけれども、学校そのものの運営は

別々になるという形に研究学園小学校中学校はなりますけども、なるべく

保護者組織は一体型として行ってですね、保護者側は一体的にして、学校

側、小学校の代表者、中学校の代表者が参画していただきながら、運営し

ていくような形がやりやすいかなというふうにはちょっと思ってるところ

です。会費につきましては先ほどのニーズでもそこまで協力的な回答が多

かったと思いますので、同程度、月 500 円程度にさせていただいてですね、

使用の目的としては活動に必要な費用ということで保険代、備品代という

ことで、例えば体育祭とかの活動のボランティアに参加していただく保護

者とかがけがした場合にサポートする保険代とかに充てたりですとか、学

校で購入しきれない備品特に IT 関係のグッズとかはですね、なかなか不足

してるっていうようなところもあるかと思いますのでそういったところに

ですね、この会費からあてがってですね、運用していくという形がいいの

かなと思っておりまして、その辺を集まってる予算の中で協議して決定し

ていくという形がいいのかなというふうに思っております。あくまで予算

の中で使うということを前提としましてですね、やっていく方法がいいか

なと思っています。ちょっと細かいところですけども、会費というとちょ

っとなかなか使いにくい部分とか、やりにくい部分が出てきますので募金

のような形で活動協力金っていうような目的で、家庭ではなくて子供単位

で徴収していければなといったことを考えております。というのがですね、

新しい学校は小学校と中学校が分かれてしまいますので家庭単位の徴収っ

ていうのはなかなか難しい部分も出てくると思いますので、可能であれば

子供ごとにっていう形で徴収できるのがやりやすいかなと。その場合にち

ょっと兄弟がいらっしゃる方だとちょっと負担が増えてしまうところがあ

りますので、その辺だけご理解を得る必要があるのかなというふうには考

えております。ただしですね、強制するわけではなくて、断られた場合は、



 

23 
 

無理に強制的に徴収はしない方向で動かしていければなというふうに思っ

ております。あと、これは新しい学校の運営をどうするかっていったとこ

ろになるんですけども学校側でもですね、教育支援金っていうようなもの

とか設けて、備品購入に充てたりする予算みたいなものを徴収するときも

あると思いますし、児童生徒会費みたいなものも徴収してると思いますの

でこの辺が重複することはあんまりよくないと思いますので、その辺は保

護者組織が設立後学校の担当の方とご相談しながら、使い方はいろいろ柔

軟に運用していくのがいいかなというふうに思っておりますので、保護者

組織に参画される方には引き継ぎがしていければなといったところになり

ます。組織自体はですね強制的にやるものは全く想定しておりませんので、

ノルマ制ではなくてボランティア制ということで基本的に立候補あった人

たちの活動ということで、入退会は自由にさせてもらっていくということ

で、当然のごとく立候補がない年度や役職ですね、そういったところで無

理にメンバーを集めるわけではなくてその年はその活動はやらないってい

うような形でやっていくのがいいのかなということで、無理にもうやるの

はやめて、やれる人だけがやるというような形で進めていくというのがど

うかなというふうに思っております。最後がですね、やはり通学の部分だ

けはどうしてもまわしていかないといけない部分がありますので、保護者

組織からはですね通学の案件を一旦切り離させてもらって、学校と地区で

直接やりとりをしてもらう方向性に持っていっていただければなというふ

うに思っておりまして、この辺もみどりの学園もそういうふうにやってる

ということで、前回もこの辺は議論してですねそういう方向性になってる

かなと思っております。開校当初はですね、混乱を防ぐためにも学森の現

在の枠組みですね、地区の通学を組織化してもらってその中で登下校班を

作って動いてもらうっていう形になってると思いますけども、それを継続

してもらうっていう形で開校当初はいくという形です。新しい学校に通う
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地区通学の皆様とはですね、こういう形でお話をさせてもらって、12 月く

らいに集まってですね通学路を決めるというような協議をさせてもらっ

て、概ねの通学路と立哨するポイントは固まったという形で学校を通じて

市にも情報がフィードバックされてもらってるかなというふうに思ってお

ります。そういう形で当面運用してってもらって、開校後、実際にどうな

るかっていったところはですね、学校と各地区で柔軟に運用を図っていた

だきながらですね、必要に応じてルールを見直していってもらえるのがい

いのかなといったところを考えておりますので、そういう運用にしていく

ことで保護者組織もですね、仕事の内容が重いものは一旦切り離して、や

りたいことがやれる人でやってもらうっていうような形で、楽しい組織に

していけるようにうまくしていければなといったところが大きな形になり

ます。今はコンセプトを話しましたけども、そのコンセプトに従って具体

的な活動内容とか役職的なものを少し整理させてもらっております。目的

自体は記載の通りで、学校と保護者の円滑なコミュニケーションの形成と

いったところと、特に子供ですね、子供たちが学校生活を営む上での困っ

てることですとかの解決ですとか、あとは学校生活を楽しむため勉強にな

るようなことをフォローしていくというようなところを担うような形でや

る人がやっぱり楽しく子供たちを応援できるようなところをできるといっ

たところを皆様に徐々に知らせることで、どんどんどんどん担い手をふや

していければなというふうに思っています。活動内容としてはですね、基

本的には一、二ヶ月くらいにメンバー全員が集まってもらってですね、

日々、子供が学校生活を営む上で出てる問題とかがあれば協議して対応を

考えていくような場を設けながら、まわしていっていただくということで

進めていっていただければと。その中で各メンバーがやりたいことがあれ

ばですね、個別に活動してもらうような形にしていければなというふうに

思っております。役職自体はですね、大きくは保護者組織の代表が１名と
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いうことで、組織の責任者とか会議の招集運営とかっていうものになって

いただく役職。それを補佐する形で副代表ということで数名ですね。仕事

としては予算編成ですとか、保険管理の手続きとか会議のメモとかあと情

報ツールの管理とかそういったところ、全体の取り仕切り補佐みたいなと

ころ、あとはうまくまわしていくためのいろんな活動支援といったところ

になっていただくポストが必要かなというふうに思っています。あと会計

ですね。会費を求めることになっていると思いますのでその辺の整理とい

う形になっておりますけども、ここら辺はどうしても、会費は学校が収集

してもらって学校の多分口座で管理していただかざるをえないと思います

ので、その辺の役割分担とかもですね今後詰めていく必要があるのかなと

いうふうに思っております。あとやっぱり変な使われ方しないようにとい

うことで監査必要かなというふうに思っております。この辺がメインとな

りつつ、あとはですね、委員という形じゃなくて、幹事サポーターという

ことで上限なしで日々の問題事項の対応をしていただくこととか、あと学

校行事の手伝いとか、そういったところの支援とかですね、この辺の記載

してる中からやってみたいこととかですね、そういったところに包括して

幹事サポーターの方が中心になって動かしていっていただくというところ

を想定しております。ですので、あらかじめ何かをやりますっていったと

ころは特に決めずに、やりたい人ができることをやっていただくという形

でスタートしていければなというふうに思ってます。どうしても必要だっ

ていうことがあれば、こちらの代表、副代表の中から担っていただくか、

個別にちょっとスカウトするとか、そういったところでまわしていくのも

一つの方法かなと思っています。以上の内容は後程意見交換させていただ

ければと思いますけども、その後どういうふうに進めていくかといったと

ころですが、今日意見交換してある程度内容を固めさせていただいて１月

25 日、26 日に学校説明会があると思いますので、その時に組織の大きな方
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向性をお手紙で配布すると同時にですね、新しい保護者組織を発足するた

めの最初のメンバーの方も募集させていただいてですね、集めていくとい

うような形ができるといいかなというふうに思っております。それを２月

中くらいにメンバーを募集して、３月に応募したメンバーと我々準備委員

会の代表者で引き継ぎしてですね、組織の進め方を協議していくと。今話

したようなことをお伝えして、実際に４月以降どうするかっていうことを

これをベースに具体化してもらって、４月にならないと新しい学校の先生

たちが実際わからないので、そこでまたさらに詰めていただいて、総会と

かを実施してお墨付きをもらったら、正式に保護者組織を発足するという

ような形で進めていっていただくのがいいのかなというふうに思っており

ます。この準備委員会がこのまま保護者組織になるわけではないので、や

っぱりこういう過程を踏むのがいいのかなといったところでご提案させて

いただいてるところです。ぜひ、この発起人ですね、この準備委員会のメ

ンバーの中から皆さん手挙げてくれると一番内容わかっていいかなという

ふうに思っております。最後その他ということで、PTA もしくは PTAに準じ

た組織になった場合にですね、市の PTA の全体の集まる会議みたいなもの

として連絡協議会っていうものがあるんですけども、それに入ると全国の

PTA とか市内の他の学校の活動とか、そういったところの情報共有とかって

いうようなことのメリットですとか、あとはボランティア保険に必然的に

入りますので、その辺がメリットとしては大きいかなというふうに考えて

おります。ただ、会議に年何回か代表の方が参加したりとか、その活動を

少しするにあたっての作業発生が伴うといったところと、あと学森で PTA

連絡協議会に入るための会費が年間 40万くらい確かかかっているはずです

ので、その費用が本当にみあってるものになってるかっていったところは

やや疑問も残る部分もあるので、基本的にはもう参加しない方針でもいい

のかなと。みどりのとかの自主組織も参加してないみたいですので、基本



 

27 
 

的には参加しなくてもいいのかなと。全国の PTA の動向とか、そんなもの

も最近はインターネットで大分情報収集できたりしますのであまりメリッ

トが薄れてきてるのかなというふうなところも、そういう状況になります。

そのため、ボランティア保険だけは独自加入が必要かなと思っております

のでこの辺は回答の中から入っていく必要あるのかなというふうに思って

いますので、保護者組織立ち上げた後に入ってもらうように引き継ぎをし

ていく必要があるかなと思っています。新しい組織自体は自主組織なので

保護者の加入届の管理を行わないということで、活動参加は任意なのでリ

ストみたいに作る必要ないのかなと思っています。ということもあって個

人情報を取り扱わないことになりますので、この辺もやっぱり、保護者組

織の役員さんが負担が軽減になるところになりますので、こういう方向性

でいけると良いかなというふうに思っております。最後に、保護者組織の

発起人の方々に引き継いでもらって具体化してもらうんですけども、何も

ない中で、実際動かしてくださいっていう形になると多分困ってしまうと

思いますので、ちょっと規約の素案というものを作っております。この辺

はみどりのの事例を参考に、ちょっと素案を作っているんですけども、ざ

っと説明させていただくと、一応総則は記載の通りで基本的な学校の子供

たちの生活を支援する目的という形です。構成員のところに関しては基本

的には保護者ということで教職員の皆様はフォローする立場として、オブ

ザーバー的に参加してもらうような記載にしております。会費は活動協力

金という形で賄っていただくというような触れ方にさせていただいていま

す。あとは役員とかっていうような形に関しては、一応記載の通りの人数

にさせてもらっておりまして。初年度に関しましては、支援組織の発起人

の方が中心となって総会を選任して、そのメンバーがそのまま保護者組織

の役員になるっていうような形で、進めてもらえればと思っておりますけ

ども、総会で選任するのは代表と副代表会計までとしてもらって、幹事サ
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ポーターの方々は総会での選任は特に求めずにですね、保護者の会議の中

だけで了解を得るような形がどうかなというふうに思っております。任期

は基本的に２年というふうにしておりますけども、途中の変更も可能とす

るという形で、その際は保護者組織の会議の中での承認を要するという形

です。あとは長すぎるのは問題があるということもよく言われるので、一

応代表の方だけは２年が限界という形にさせていただいています。あとは

代表、副代表の仕事の主な内容と、あと役員会の内容とか、やり方、この

辺は一般的なやり方ですね。あと役員会は参加者の過半数で承認するとい

うような形にさせてもらっています。会計監査も報告というような形でこ

ちらも１年という形で設定させてもらってます。総会をやっぱり用いる必

要があるかなと思っておりまして、みどりのも自主組織ですけども総会自

体は毎年１回やってるみたいですのでそれに倣って一応実施するという形

です。この辺の５分の１で請求するとか、次は参加者の過半数でという形

でっていうことで作らさせていただいています。やり方自体も集合してや

るのは、なかなかもう大変になってしまうので、ここ数年の学森のやり方

があってウェブといいますかアンケートみたいな形でやればいいのかなと

いうふうにはちょっと思ってるところです。あと会計については記載の通

りですけども、あと旅費とか、その辺はちょっと、実際に使うこともあま

りないのかなと思いますけども、一般的な書き方くらいのものは一応入れ

させていただいているのと、あとは慶弔は学森でも現状導入されてると思

うんですけども、やはりこういったところは設けております。あと雑則は

記載の通りです。一応この辺を保護者組織の発起人に手挙げてくださった

方に引き継いで、中身をブラッシュアップしていただいて、あとは学校の

先生たちが４月に決まったら、調整して、実際に総会を開催して OKをもら

ったら進めていくというような形で進めていっていただくのがいいのかな

というふうに思ってるところです。一応一通りこれで説明させていただき



 

29 
 

ましたけども、何かご質問とか意見とかあれば、皆さんお願いできますで

しょうか。 

委員：細かく骨子を作っていただいてありがとうございました。議論のたたき

台として、いくつかお話をさせていただければと思いますが、まず徴収金

関係ですけども、先ほども話題に出ました通り、徴収金としては、今の学

森を踏襲しまして、教育支援費、それから児童生徒会費という形で徴収さ

せていただければ、あとその他学年教材費、こちらは各学年で購入するド

リルとか補助教材に充てるものかと思いますが、そのような枠組みで徴収

させていただければというふうに考えています。金額についてはまだ細か

く出していないんですけども、現状ですと、教育支援費が月 300 円で年間

3,600 円、児童生徒会費が月 150 円で年間 1,800 円、PTA 会費は先ほど委員

長から出ました通り、350 円で年間 4,200 円という形になっております。そ

れからもう一つ、PTA 連絡協議会には参加しない方針ということで、出まし

た。これに伴って、茨城県の PTA で主導している安全互助会というのがあ

るかと思いますが、安全互助会は任意で入っていただいてるご家庭も多い

かと思います。こちらは学校の活動だけじゃなくて 24 時間、お子さんに何

かあった時に適用される保険になるかと思うんですが、この P 連に加入し

ないとなると、そちらの保険枠加入できなくなるということもお含みいた

だければというふうに思います。保険については、その PTA の活動自体に

なります。活動中の事故についての保険の対象ということになりますので、

その点もお含みをいただければなというふうに思います。以上です。 

委員長：どうもありがとうございました。ちょっと教えてください。さっき最

後に話した安全互助会っていうのは、あまり私わかってないんですけど、

保護者がそれぞれ任意で申し込み用紙とかを学校に出すと入れるというよ

うなものなんですか。 

委員：はい。例年、入学時に案内をしまして、それぞれのご家庭で加入してい
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ただいたものです。年度契約になりますので、年度が変わるタイミングで、

継続するかしないかというところで保険会社から通知がいって、保護者の

方が判断されて継続のまま加入するか、ストップするかという形で保険を

かけてる制度になっております。 

委員長：実際に入られる方多いんですか。ちょっと私がすいません、分かって

いなくて。 

委員：すいません、こちらは学校通しての加入ではないので直接保険会社さん

との加入になっておりまして、実態としてどれぐらい入っているのかは、

把握しておりません。ただ、例年何件か加入の問い合わせはありまして関

心が高いのかなというふうには、実感としてあります。 

委員長：ありがとうございます。入らない場合代替の何か保険がないかとかそ

の辺を考えていってあげるといいかもしれないなというところですかね。

ありがとうございます。 

委員：ありがとうございます。私の方は、感想といいますかそういう大まかな

ことで。委員長が作ってくださったこの資料のご説明をいただいて、基本

的に大賛成です。皆さんからのこのアンケートの意見等を十分に踏まえた

ものですし、今の時代に沿った考えがたくさん入っていて、これだったら

多くの方が賛同していただけるんじゃないかなと、感心いたしました。規

約等なども作っていただいて、非常にありがたいと思いました。はい。以

上です。 

委員長：ありがとうございます。他皆様何かご意見ありますでしょうか。お願

いします。 

委員：規約についてはこの後ブラッシュアップするというお話だったので、細

かくあまり言わなくてもいいかなと思うんですけれど、７条の会計のと 

ころ。旅費の話については駐車場とか高速代とか電車とか実費でもらえる 

のはもううらやましい限りだと私は思ったんですけど、これ一般的なんで 
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すかね。最も合理的かつ経済的な方法でと書かないんだというところがち 

ょっと気になります。あと慶弔のことと旅費のことについては規約自体に 

入れとく必要はなくて、細則にしないと、これをちょっといじろうとする 

ために総会を開かなきゃいけなくなったりして、大変なんじゃないのかな 

って気がするので。多分お役所の方の方が規約作りについてはお詳しいと 

思うのでその辺はちょっとプロの方のアドバイスが必要なんじゃないかな 

っていう気がしました。あと、会計の事務については学校に委託するって 

いう話もさっき出ていたので、その点については細則でも事務委託できる 

みたいな条項が必要なんじゃないかなと思いました。 

委員長：はい、ありがとうございます。そこまでまだ細かいところまで考 

えきれてないので、やってくれる方が出てきた時に申し送りで伝えてお 

こうかなと思っておりますけども。今ご指摘いただいたところ、学森の 

現状でも旅費と慶弔は規約に入っているっていったところと。 

委員：細則じゃなくてですか。 

委員長：そうですね、細則ですね。委託の話も確か去年あたりから、どっかに

入れたはずなので、その辺はそうしていくのがいいと思いますので、追加

して引き継ぎをするようにいたします。ありがとうございます。他いかが

でしょうか。お願いします。 

委員：全体的な構成とか考え方は私も賛成です。ただちょっと素朴な疑問で幾

つか教えていただきたいんですけど、今回は募金になるんですよね。みん

なから会費っていう形ではなくて募金になるので、もし希望する額に集ま

らなかった場合っていうのは例えば市からのお金で補填できるものなのか

それとも、子供たちのドリルとかそういうところに影響してくるのかとか、

教育の質みたいなそういうところに影響しないのかなっていうのがちょっ

と不安なんですけどもその点ってどうなるんですか。 

委員長：おそらくですけれども保護者組織のところのお金の部分に関しては強
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制は当然しない形で集まったお金の中で、やりくりしかないっていう形に

なると思うんですけども。基本的な教育の部分はあくまで学校が担ってく

れてるはずなので、プラスアルファのところを保護者組織の中で担うって

いうスタンスでいければと思ってますので。懸念されてるところは多分、

さっきの説明にあった教育支援金みたいなところでご理解いただいてもら

うと思うんですけど、そこは多分ある意味強制に近い形なのかなっていう

部分はちょっと思っておりますので、そこはそういうご理解で払っていた

だいて、必要なものになっていくのかといったところと、今の金額がやっ

ぱり学森の経験上、ある程度十分な金額ということでされてると思います

ので、そこは先生たちもご経験から設定されてると思うのでいいのかなと

思っておりますけども、そこら辺も含めて何かご意見いただければと思い

ます。 

委員：まず個人で使うドリルとかというのはこちらからは支出はありませんの

で、大丈夫かなというふうに思います。ただちょっと正直なところ、学森

の ICT 機器が充実している部分に関しては、この PTA での会費からの協力

というところが非常に大きいところがありまして、今任意組織であるんで

すけども、ほぼ全員のから徴収をさせていただいていて、それなりにまと

まったお金ができているので、いろいろ高価な ICT 機器に関してそろえる

ところができてるところがあります。今度はこの募金という形で徴収した

場合やはりその減額分というところは、覚悟はしなければいけないので、

そうなった時に学森と同じような環境に、迫れるかどうかという不安は正

直あります。そういったところに関しては、先ほど委員長おっしゃったよ

うに教育支援費を少し増額させてもらってその募金の額を 350 円からちょ

っと減らすといったようなことも考えられるのかなというふうに思いま

す。ただ、学校の教育活動はもちろん市立学校ですので、市の予算が前提

であるべきだというところは、それがもう大前提ではありますので、保護
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者の方にも頼ってはいけないというところはあるんですけども、ご負担い

ただいてるところで質を高めてるところができてるんだというところを、

学校としても PRしてこちらに協力をしていただけるような体制を作ってい

ければなというふうに考えております。あともう一つ、先ほど旅費の話題

が出たんですが、これおそらく、おそらくというか、P連に関連する代表の

方が出席する時の対応として設定されているものなんですね。今度その P

連にいかないということであればその旅費の支出という部分はもうかなり

減るのかなというふうに考えています。ただ、これ何か保護者組織の集ま

りに全く他の学校との交流だとか、全くそういった活動がないとも言い切

れないので一応設定はしておいた方が無難なのかなというところです。大

体は P 連の参加、市 P 連や県南 P 連、県 P 連に参加する時の役員さんの旅

費ということで想定されているものです。以上です。 

委員長：ありがとうございます。旅費に関してはもう昔の名残でずっと残って

る感が強いので、実質使ってることはないのかなとは思いますが、おっし

ゃる通り、細則にして残しておけばなと思っております。一応私が知って

る限りは、みどりのとか学森の現状も保護者組織でお金が結構集まってい

て、見込みが低くなるってことはないと思うのでそこは蓋を開けてみない

とわからない部分があるので、とりあえずこれでいって、何かあればちょ

っと見直していくというような流れでスモールスタートしていくのがいい

かなというふうに思っていたところです。みどりの学園や学森も最近 IT 機

器すごくて、授業参加しててもすごいなと思うので、ぜひそこにご理解を

求めていくように保護者組織からお願いしていくのがいいかなとは思って

います。 

委員：委員長ありがとうございます。２つあって、１つは、今回サポータ 

ーズとかあとボランティアベースっていう、そういった組織に改変してい 

く中で、思いつきの部分もあるんですけれども、保護者に限定せずに地域 
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の方とか中学生卒業して高校卒業して育児からある程度手が離れてきたと 

かリタイアした方とか、そういった方まで対象を広げたりしたら、より人 

も集まるのかなと。もちろんそうする事による弊害とかもいろいろメリデ 

メを議論しないといけないと思うんですけれども、ちょっと思いました。 

あともう１つはやっぱり、私たちにとってはやっぱり通学委員っていうの 

が一番身近なこれまでの役員で、私たちの地区では毎朝送り出しをされて 

いて、本部と様々な協議をされていて非常に苦労されてるというふうに実 

感してます。なので、そこら辺も組織を変えていくにあたって、何か同じ 

ように変えていかないと余計に通学委員の大変さが浮き彫りになっていく 

というか、そこら辺ちょっと懸念しているところで、地区に任せるという 

よりかは、もうちょっとみんなで通学委員もどういうふうに効率よく進め 

ていけばいいかっていうのを、好事例を何か集めたりした、そういった動 

きも今回合わせてやって何か変えていかねばいけないのかなというふうに 

感想を持ちました。 

委員長：はい、ありがとうございます。１点目のところに関しましては他校で

はですね、そういったところを導入してる事例もあるというのは聞いてお

りまして、そういったところって、結構学校の歴史が古いところが結構多

いみたいでですね。私も以前に事例を聞く場とかでは、いいなと思ってい

たのでその辺も申し送りして、次の方に引き継いでいって、いきなり最初

から保護者以外の人集まらないと思うので、保護者の方が卒業されても残

っているような枠組みを作っていけるのがいいかなと思ってますので、そ

ういったものは議論していけるように繋いでいければいいなと思っていま

す。通学についてやっぱり非常に難しいとは思うんですけども、あくまで

運営は地区でやっていただくというのはもう基本的にマストにさせてもら

って、それぞれの課題がある場合に例えば保護者組織で課題を集めてもら

って、学校と含めて協議をしてもらって方策案を地区にフィードバックす
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るというような形に取っていくことで情報共有を少し担ってあげるとかそ

のくらいまではやっていく必要があるのかな。一番学森の PTA とかでも大

変だとお聞きしてるのが、責任を保護者組織が担うというようなことはな

いはずなのに、保護者組織が責任のあるポストだと思われてしまうといっ

たところが弊害になっていまして、通学って多分今年の４月くらいに総会

の資料と一緒に配布してもらった登下校のルールみたいな資料があったは

ずなんですけども、それを見てもらうと、基本的には保護者の責任のもと

通学するといのは大前提なので、地区の通学委員の方はあくまでボランテ

ィアでやってもらってるっていったところは認識してもらう必要があるん

ですよね。それは学森の PTA でも現状結構周知していただいてるんですけ

ども、どうしてもトラブルあると誰かの責任にしちゃいがちになってくる

ので、そこを根強く理解してもらうようなことを続けていくのは少し担っ

てあげてもいいかなと思うんですけども、あまり役割は作っちゃうとその

ところに責任が集中しちゃうので、あまりそこを保護者組織で入れちゃう

と、やっぱりネガティブな形になってやりたくないって話になってくるの

でそういったところは切り分けさせていただきたいなっていったところが

今の状況ですので、その中で、やってくれる人がいたら、やっていければ

なといったところあるので何人か通学サポーターということで熱心にやっ

てくださってる方が現状の学森でもいらっしゃるので、そういったところ

の人たちを中心にうまくやっていけるといいなといったところで、手が挙

がってくるかどうかって話もあるんですが、その辺を見ながら保護者組織

で支援していくのがいいかなというふうにちょっと思ってるところです。

いずれにせよ、手を挙げる人がいなかったらどうにもこうなので、そこは

地区で頑張っていただかざるをえないかなと思ってます。 

委員：わかりました。組織から切り分けるところに、そういった趣旨があるっ

ていうのも、今お話伺ってよくわかりました。ありがとうございます。 
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委員長：他皆さんいかがでしょうか。お願いします。 

委員：今回議論しているのは先ほどもおっしゃいましたけれど、地域の人を巻

き込んでいくことも私は大切だと思うんですけれど、そもそも何で今回は

保護者だけの組織なのか、先生はなしなのかなっていうのは私はちょっと

疑問です。PTA の代替だからっていうだけじゃなくて、そもそも論で申し訳

ないんですけれど、先生たちと保護者たちが対等な立場で話し合うことに

よって子供の健やかな健康を増進するとか、そういうのがもともとの PTA

の理念で、その理念には賛同するけど、従来の PTA だと重いからサポータ

ーズにしましょう、義務感はなく、みんなが楽しく活動できるものにしま

しょうっていう話だったら、私は当然のことながら先生も一緒にプレーヤ

ーとして、オブザーバーではなくて、実際のプレーヤーとして参加してい

ただく方がお互い議論しやすいんじゃないかなと思うんですけれど。皆さ

んいかがお考えでしょうか。 

委員長：私の説明がちょっとうまくなかったんですけど、実質はそうなるはず

ですので。ただ、一番言いたかったのは PTA だと先生も会員なのでお金払

ってると思うんですよね。そのお金を払う必要がないってところがまず１

点としてあります。 

委員：それは会則で先生は払わなくて OK よっていうふうに言えばいい話だと思

います。 

委員長：その辺を言いたいがためにちょっとわかりにくくなっちゃったんです

けども実際は、お金を払わない会員みたいな形になっていただくのがいい

のかなというふうには思いますね。その辺の書きぶりをちょっと変えてい

けばなとは思っています。 

委員：ありがとうございます。 

委員長：お願いします。 

委員：規約のまとめありがとうございました。確認なのが、みどりのとかの実
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組織のものをベースに作成されてると思うんですが、今回の新設校に関し

てはまずは枠組みだけを作って、そのあと、全くみどりのと一緒というわ

けではなくて必要に応じて、独自にいろいろ作っていくというかやってい

くっていうようなスタイルっていう形なのでしょうか。 

委員長：まさにおっしゃる通りです。我々がそのままやるわけでもないので、

やるの確定してない中で細かく立ち上げても担い手なかったら元も子もな

いのでスモールスタートがいいのかなっていうところでの提案ですね。 

委員：それですごくいいと思いますので。はい。ありがとうございます。 

委員長：ありがとうございます。他、皆さんどうでしょうか。お願いします。 

委員：職員の加入の話題があったかと思うんですけども、我々と言ってしまっ

ていいのか、私としての意見になってしまうかというところもあるんです

けども、会費を払うこと自体については抵抗は全くありませんし、お気遣

いいただいてありがたいというところもあるんですけども、やはりおっし

ゃるように、職員、保護者の方が一体となってというコンセプトっていう

のは非常に大事なところもありますので、そういう意味ではこの会費を負

担するといったところも必要な面はあるかなというふうには思います。こ

れに関しても、やはり任意というところを大切にしていければいいのかな

というのが個人的な意見です。 

委員長：ありがとうございます。資料のタイトルは保護者組織って書いてます

けども、規約は自主サポーターズということで、裏返せば先生も保護者も

一体ということなので、そういう人のチーム名なのでそういう認識で。規

約の中の細かいところの書きぶりが、疑義を唱えるような形になっちゃっ

てますので、そこはブラッシュアップできればなと思っております。はい、

お願いします。 

委員：まずは、細かいところまでいろいろ取りまとめいただいてありがとうご

ざいました。私の方からも、今まで何度かお話に出てましたが、この先生
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方の関わり方について、研学サポーターズの参考にされたみどりのの事例

が、かなり参考になってると思うんですが、多分先生に伺った方がいいと

思うんですが、実際みどりのの方ではこの先生方の関わり方というのは、

どういう関わり方をイメージすればいいのでしょうか。今の学森 PTA のよ

うに、管理職の先生方が多く参加されるようなイメージなのかそれとも、

別のような参加の形なのか、その辺もしおわかりでしたら教えてください。 

委員：おっしゃる通り、みどりのの時も従来の PTA と同じように職員は関わっ

ております。会費も払ってました。役員会に出席するのは教頭職が中心と

いう形になっておりまして、今の学森の組織と変わらないような形になっ

ております。特別に何か自主組織になったからといって職員の関わり方が

変わってるっていうところはありませんでした。以上です。 

委員：わかりました。ありがとうございます。その辺がもう少し伝わると皆さ

ん安心するかなと個人的に思いました。以上です。 

委員長：ありがとうございます。活動の内容によって担当する先生も変わって

くるはずですので、その辺をちょっとわかるように少し規約等々を変えて

いければなと思っています。ありがとうございます。他の方はいかがでし

ょうか。微修正はしていくにしても大きくは皆さんから了解いただけたか

なと思っておりますので、概ねこれで確定にさせていただきたいなと思っ

ておりまして、この中の大きなところのコンセプトとか役職の部分につい

てお手紙みたいな形にして発起人の募集をしたいなと思っておりまして、

その素案と募集の GoogleFormは私の方で数日中に作って皆様に内容を確認

いただいて、25 日 26 日の説明会の際に１枚物のお手紙みたいなものを紙で

学校から配布していただけないかなと思ってるんですけども、その辺学校

が協力してもらうことは可能ですか。 

委員：もちろん大丈夫です。よろしくお願いします。 

委員長：こういう時代でもありますし、改めて我々の代表者が説明にお伺いす
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るまでもないのかなっていう部分もあるんですが、どうでしょうか。説明

に伺った方がいいのですかね、先生たちどうですか。 

委員：とりあえず紙ベースでお渡しして、あと何か質問出たときには、我々職

員が今回の話し合いのことを提示すればいいかなというふうには考えま

す。もちろん一緒にいていただくのは非常に心強いんですが、ただ、お忙

しいと思いますので我々の方で対応したいと思います。 

委員長：基本的に手紙と募集サイトを作って内容確認させて、配布をお願いで

きればと思います。もし準備委員会のメンバーで時間ある方いらっしゃっ

たら、発言をするかどうかはさておき、お子さんの説明を聞くのと兼ねて、

その辺のことをフォローしていただければありがたいなと思いますので、

そういった方がいたら申し入れていただけると助かります。よろしくお願

いします。他いかがでしょうか。はい。お願いします。 

委員：すいません。地区委員とか立哨当番とかその辺ってもう学森のルールを

そのまま引き継いでまずはスタートしましょうっていう話だと思うんです

けど、今もいろいろ手伝ってくださってるようなサポーターが手を挙げて

くださればそういう方が多分いろいろ指揮を取ってくれたりするのかもし

れないんですけど、そういう人がいなかった場合、地区委員でどこの信号

にどんなふうに立つのかとか、その辺の細かいところっていうのは学校と

地区委員でもう直接話をするのか、地区同士のコーディネートができない

のかなって思ったんですね。信号一機に対して。あとは、今回学森に残る

家庭と新しい学校に行く家庭で、結構地区も人数が大きく変わってきて、

毎日立てずに例えば週２にしようかとかそういうルールも勝手に決めてし

まっても問題ないのかなっていう。その辺のルールどんなふうにして、ど

う話を地区の方と話しされてるのかなっていうのがちょっと気になりまし

た。 

委員長：一応基本的なスタンスとしては、今後は学校の通学担当の先生と各地
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区の代表者が個別に連絡していくような形にしていく形になると思うんで

すけども、今の学森はその間に PTA 本部の役員の方がいらっしゃるってい

うところが違いで、そこがなくなるだけになると思うんですけども、学校

の新しい先生が決まるまでは、ちょっと今のメンバーで橋渡しをしてあげ

ないといけないかなと思っておりまして、実はそこに関しては、私が準備

委員会の代表で、あと現状の学森の PTA の本部の通学の担当の方と学校の

先生とかで実はもう 12月に新しい学校に通う地区の通学の代表者と１回会

議をしています。で、そこで通学路をどうするかといったところと、立哨

をどこに配置するかっていうのは協議して地区からあげてもらって、地区

間調整も済んでいます。おそらくそこでもうほぼ決まってると思いますの

であとは、学校が何時に開門するかといったところの逆算で何時に集合場

所に集まって、通学をするとかっていったところ今地区の中で多分考えて

もらってると思いますので、タイミングを見計らって各地区の代表の方か

ら各地区の保護者の方全員に多分連絡が近いうちにいくんではないかなと

いうふうには勝手に想定しておりますので、その辺はうまく調整を進めて

おりますのでご安心くださいというのがいいのかわかんないんですけど、

そんな状態になります。他いかがでしょうか。今ちょっと通学の件ですけ

ども、あくまで残る方に関しては、もう通学とか地区通学でも見ないって

いう形にはなってますので、学森残る方も個別に通学してもらうっていう

ふうになってますので、そこはその辺を周知いたします。最後いかがでし

ょうか。よろしいですかね。今日はこの辺までにしたいと思います。じゃ

あ、事務局の方に議事をお返しいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

事務局：委員長ありがとうございました。 

委員長：事務局よろしいですか。今後何か会議とか、議論する予定の案件とか

っていうのは何かありますか。 
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事務局：校歌とか決まったら都度こちらからお知らせはしますけども、特段会

議の場でこちらで決めなければならないというものはございません。 

委員長：我々の活動の終わりの時期がまだよくわかってないなと思ってたんで

すけど、その辺ってどういう形で解散していくのかとか何かその辺、少し

お話しいただければなと思うんですけど。どんな感じなんですか。 

事務局：こちら事務局です。そうしますと、先ほど校歌について会議じゃなく

てもお知らせすると申し上げてしまったんですけども、こういった会議の

中でお披露目の場を考えておりまして、特段その時に残った議事等がなけ

れば、その時が最後の会議として実施したいと思ってます。 

委員長：はい、ありがとうございました。あと１点だけ最後に確認ですが、保

護者組織の方はもう我々の中で、新しい組織に手挙げてくれた人と引き継

ぎを言葉ちょっと悪いかもしれないんですけども、勝手に引き継ぎをさせ

てもらって、会議とか別にこういう場をやる必要はないと考えてよかった

ですか。 

事務局：問題ございません。 

委員長：わかりました。ありがとうございます。私はこれで大丈夫です。あり

がとうございます。 

事務局：はい。お願いします。 

委員：すいません。１点だけ、先日の中間報告会の動画の公開に際して、質問

が幾つかあったかと思うんですが、それに対する対応は今回までのこの準

備会の議事録をもって、その回答として充てるという理解でよろしいです

か。 

事務局：そうですね通常、そういった形の議事録等で対応させていただくんで

すが、もし間に合わない場合は簡易版の概要という形のものをホームペー

ジに載せまして、そういった質問への回答という想定でおります。 

委員：わかりました。ありがとうございます。 



 

42 
 

委員長：すいません、最後に保護者組織のアンケートとか皆様にさせていただ

いてですね、その回答の場がなかったので、その辺が委員会資料になるの

かなというふうに思ってはいるんですけども、あと議事録ですね。今日の

委員会資料の公表っていつぐらいを想定されていますか。議事録はちょっ

と作るの過程上少し遅くなると思うんですけども、その辺ちょっと事務局

にちょっと教えてもらえばなと思うんですけども。 

事務局：はい。概要の方は一応 26日までには載せる想定でこれから作成するん

ですけども、議事録についてはちょっと２月に入っちゃう可能性はあるん

ですけども、この後に概要の補足という形になるかもしれないんだけどそ

ちらで載せようと想定しております。 

委員長：ありがとうございます。説明会前にその辺の情報がアップされている

と非常にいいかなと思いますので、大変だと思いますけども、よろしくお

願いします。以上です。ありがとうございました。 

事務局：はい、ありがとうございます。以上でよろしいですかね。それでは、

こちらで第 17回の研究学園小学校中学校の開校準備委員会閉会させていた

だきます。ありがとうございました。 

４ 閉会 

 


